
入札資料の構成のご説明 
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入札概要 

資料の構成、連絡先、用語の
定義を記載しています。 
 
1. 入札案内書構成 

各シートの名称と記載内容
を記載します。 
 

2. 問い合わせ 

   貴省庁における連絡先を
記入します。 

 
3. 役割と用語の定義 

本資料における関係者に
関する用語を記載していま
す。 
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スケジュール通知書 

入札におけるスケジュールを
記載しています。 
各項目における日程と入札希
望者への注意事項を記載でき
ます。 
スケジュールの設計につき、民
間企業の場合、開示から入札
開催まで一般的には2週間が
標準的な日数です。 
ただし、関連資料が膨大な品
目(総合ビルメンテナンスなど)
や、費用積算以外にコンセプト
など提案内容の検討を受注者
に求める品目（ポスター、パン
フレットなど）では民間企業の
場合、 3週間が標準的です。 
日程設計の参考にして下さい。 
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仕様書 

見積対象の品質規格を書面にて
定義するために使用します。 
 
1. 物品系の場合 

見積対象製品の仕様を記載
します。サンプルの配布ない
し閲覧をする際にはその際
の段取りも記載します。 
 

2. 役務系の場合 

見積対象の業務内容を記載
します。 

契約書に記載したい前提条
件や、求めるサービスレベル
を記載します。 
 

定量的な表記で、より多くの項目 
を挙げることにより、受注希望者 
がすべきことを誤解なく伝わるよ 
うにして下さい。 
なお、データ量が多い場合には 
別添資料にして下さい。 



付帯条件通知書 
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仕様以外にも規定しておくべき取引条件を定
義するために使用します。(取引開始後、受注
者と認識違いが生じないように、発注者が見
落としがちな要素を明確化できます) 
・営業窓口の方との連絡体制、緊急時やトラ
ブル発生時における対応など、非常時におけ
る必要条件を記載して、課題発生時に見解の
違いがないようにします。 
・入札後の面談時に用意する資料を記載しま
す。（会社概要、見積書、提案書等） 
・代金決済条件を記載します。 
 
1. 物品系の場合 

受発注条件、物流条件、リードタイム等を
記載します。 
 

2. 役務系の場合 
業務内容を確認すさる際の必要資料を特
に詳しく記載します。(特に人的サービスで
意識して下さい) 



入札金額構成書 
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見積対象の積算根拠を記すページです。 
シートが2種類あり、使用目的が違ってきます
ので注意して下さい。 
 
1. 入札金額構成書(発注元用) 

入札予定価格を積算するために使用しま
す。これは入札資料として省庁外に開示
する必要がないので、入札説明会など対
外的に説明する際には使用しないで下さ
い。 
 

2. 入札金額構成書(入札提示用) 
落札者に積算根拠を示していただく簡易
な見積書相当資料として使用します。落
札者から面談前に入手して、見積落とし
や認識違いの有無がないか、低価格調査
対象にならないかを確認して下さい。 
 



別添資料 
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仕様書、付帯条件通知書で記載しきれない詳
細な条件、落札者に提示していただきたい製
品、役務の詳細仕様の記入用資料として別添
資料を加えることがあります。 
必要に応じて加えて下さい。 


